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ボランティア団体活動紹介 

古川地域東大崎地区 

公衆衛生組合連合会 

   の皆様 

すばらしい岩出山を 

創る協議会の皆様 

みちのくミルク（株） 

の皆様 

7月21日(金)～8月20日(日)までは 

「夏の交通事故防止運動」期間です！ 

この時期は、行楽や帰省など長距離運転 

や長時間運転になりがちです。 

疲労や漫然運転による交通事故が多くな 

る傾向にありますので、適度な緊張感を 

もちながら、ゆとりある運転を！ 


